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人
権
問
題
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権

利
と
し

て
の

人
間
の
自
由
と
平
等

に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。 

 
 

人
権
問
題
は
、
人
々
が
生
存
と
自
由
を
確
保
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
を
追
求
す
る
権
利

（
人
権
）
を
侵
害
す
る
問
題
で
あ
り
、
全
て
の
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
で
あ
り
、

か
つ
、
尊
厳
と
権
利
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
人
類

普
遍
の
原

理
に

関
す
る
国
際

的
・
国
民
的
な
問
題
で
あ
る
。 

 
 

人
権
教
育
の
中
心
と
な
る
理
念
は
、
憲
法
及
び
教
育
基
本
法
の
本
旨
に
則
り
、
人
権
尊

重
の
精
神
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
的
人
間
と
し
て

の
資
質
の

育
成

と
、
民
主
的

人
間
関
係
の
醸
成
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

人
権
教
育
は
、

こ
れ
ま
で
の

同
和
教
育
及
び
人
権

同
和
教

育
で

の
実
践
を
踏
ま
え
、

様
々
な
人
権
問
題
に
対
す
る
認
識
力
・
自
己
啓
発
力
・
行

動
力
を
育

成
し

、
確
か
な
人

権
感
覚
が

身
に
付
く
よ
う
、
学
校
、

家
庭
及
び

地
域
社
会

に

お
い

て
行
わ
れ
る
教
育
活

動
で
あ
る
。 

 
 

学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
全
教
育
活
動
を
通
じ
、
人
間
尊
重
の
気
風
が
み
な
ぎ
る
学
校

づ
く
り
を
推
進
す
る
。
そ
の
際
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ

、
合
理
的

精
神

を
養
い
、
人

と
人
と
の
間
に
存
す
る
偏
見
を
解
消
す
る
指
導
を
行
い
、

不
合
理
な

差
別

を
な
く
し
、

自
分
の
大
切
さ
と

と
も

に
他
の
人
の
大
切
さ
を
認
め
る
こ

と
が
で
き

る
教
育
を
推
進
す

る
よ
う
努
め
る
。 

家
庭
教
育
に
お
い
て
は
、

保
護
者
が
第
一
義
的
責

任

を
有
す

る

こ
と

を
自

覚

し
、
子

ど
も
の
成
長
段
階
に
応
じ
、
生
命
の
大
切
さ

な
ど
、

人
権
尊

重
の

意
識
を
は
ぐ
く
む
こ

と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
庭
に
対
す
る
情
報
提
供

や
保
護
者

の
人
権
意
識
の
高

揚
を
図
る
た
め
の
学
習
機
会
の
充
実
等
に
努
め
る
。 

社
会
教
育
に
お
い
て
は
、

全
て

の
人
々
の
人
権
が
尊

重
さ
れ
る
平

和
で
豊
か

な
社

会

を
実
現
す
る
た
め
、
世
の
中
に
あ
る
不
合
理
な
差
別
を
な
く

す
よ

う
、
あ
ら
ゆ
る
社
会

生
活
の
場
面
に
お
い
て
人
権
に
関
す
る
学
習
を
推
進
す
る
。 

 

本
県
の
人
権
教
育
は
、

前
述

の
精
神
に
則
り
県
民
的
課

題
と
し
て

推
進

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

こ
れ

ま
で

の
同
和

教
育

及
び
人

権
同

和
教
育

の
推

進

に
よ

っ

て

偏

見
や

差

別
の

解
消

が
進
ん
で
き
た
成
果
を
踏
ま
え
、
同
和
問
題
を
重
要
な
人
権
問
題
の
一
つ
と
し
て
捉
え
、

全
て

の
県
民
の
正
し
い
認
識
と
理
解
を
一
層
深
め
る

と
と
も

に
様

々
な
人
権
問
題
を
解

決
で
き
る
実
践
力
を
高
め
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
文
化
を
築
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
人
権
教
育
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
に

お
い
て

考
慮

す
べ
き

県
民

的
課
題
で

あ
り
、
教
育
の
中
立
性
を
確
保
し
つ
つ
、
個
人
の
尊
厳
を

重
ん
じ
民

主
的

・
合
理
的
精

神
を
尊
重
す
る
教
育
・
啓
発
を
積
極
的
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

こ
の
人
権
教
育
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
て

計
画
的
、
継
続
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 


